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教頭職に求めら れる学校 コ ン プラ イ ア ンス

Compliance of Law in Schools Required for the Assistant Principal 

川 上 泰 彦* 細 畠 昌 大**
KAWAKAMI Yasuhiko HOSOHATA Masahiro 

本論文では、 20名の教頭に対す る聞き取り 調査をも と に、 教頭がその職務行動において、 関連する法規を どの程度意識

し 、 具体的に どのよ う な実務にあた っ てい るのかを明 らかに し た。

教員の服務管理に関す る事項では、 法令参照の必要性認識は高かっ たが、 その内容は事務処理の方法 を把握す る と い つ

たものに終始す るケースが多 く 、 制度趣旨の理解に及ぶよ う な質のものではなかっ た。 一方、 教育課程に関す る事項では、

法令の参照意識は比較的高 く はなかっ た。 ま た学校経営上の重要事項にもかかわらず、 校長の意向 を必ず し も重視 し てい

ないと いう 状況がみら れ、 職員の合意や教頭自 ら の選好 を反映 し てい るな ど、 場合によ っ ては校長のマネ ジメ ン ト を阻害

す るよ う なケ ースも確認で き た。 さ ら に職員会議や教職員の勤務管理な どについては、 法令 を参照す る意識が さほ ど高 く

ない様子がみら れ、 こ こ からは、 教頭が他の職員 と の間で価値観や慣習 をめぐ る葛藤が生 じ るのを回避 し てい る様子がう

かがえ た。

こ れらの結果からは、 校長の補佐と いう 教頭の役割の特性や、 そこ に葛藤が発生し う るこ と が明らかになっ た。 そ し て、

こ う し た状況に対応するう えで も、 マネ ジメ ント に結びつ く よ う な法令理解が教頭にと っては必要である と いう こ と を指

摘 し た。

校長研究や ミ ド ルリ ーダー研究の質 ・ 量が高ま り を見せる中で、 教頭 ・ 副校長が どのよ う に校長 を補佐 し、 その際の拠

り所と し て関係法令を理解し、 使いこ なせるかは、 今後の教頭 ・ 副校長の育成や、 こ れを通 じ た校長養成を考え る上で も

重要と 思われる。 
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1 . 問題の所在と本稿の目的

新 しい時代に求めら れる資質 ・ 能力の育成を掲げ、 新

たな教育課程の方向性が示 さ れつつある一方で、 こ れを

実現する学校の体制整備の必要性が指摘 さ れている。 社

会や経済の変化に伴う 学校課題の複雑化 ・ 多様化に対処

す る方策と し て、 また国際的に見て幅広い業務を担い、

労働時間も長い教員が子供と向き合う 時間を確保すると

いう 側面から も、 個々の教員が個別に教育活動に取り 組

む体制から、 組織と し て教育活動に取り 組む体制への転

換が求めら れてい る。

いわゆる 「チームと し ての学校」 の推進に向け た2015 
(平成27) 年の中教審答申 「チームと し ての学校の在り

方と今後の改善方策について」 では、 上記のよ う な課題

認識のも と 、 校長のリ ー ダー シ ッ プの発揮や学校のマネ

ジメ ン ト 機能の強化が求めら れてい る。 そ し て 「チ ーム

と し ての学校」 のコ ンセプ ト のも と で学校が多機能化 し

てゆく 中では、 マネ ジメ ン ト 機能の強化 を校長のリ ーダー

シ ッ プにのみ委ねるのは無理があ る。 答申におい て も、

「副校長の配置や、 教頭の複数配置、 事務長の配置な ど、

校長の権限を適切に分担する体制や校長の判断を補佐す

る体制の整備によ っ て、 管理職も チ ームと し て取り 組む

こ と が学校の改革のためには有効であ る。」 と い っ た形

で校長の補佐体制の強化が指摘 さ れている。 従来から学

校マネ ジメ ン ト 機能の強化 と いう 文脈で進めら れてき た

「新 しい職」 (副校長、 主幹教論、 指導教諭) の導入拡大

や、 学校事務職員の権限 ・ 組織をめ ぐ る諸改革な どは、

こ の 「チ ーム学校」 の コ ンセ プ ト のも と 、 い よ い よ その

機能性が問われる段階に入 っ た と言え る。

こ のよ う に、 校長職に限定 さ れない 「管理職層」 と し

てのマネ ジメ ン ト 能力向上が求めら れてい る中では、 学

校組織の研究対象と し て、 新たに副校長 ・ 教頭 ・ 主幹教

諭 ・ 指導教諭と い っ た 「中間管理職」 が注目 さ れるが、

従来の研究はこ のニーズに十分応え き れていない と言え

る。 と いう のも、 こ れまでの学校経営研究は、 学校マネ

ジメ ン ト 人材と し て も っ ぱら校長に関心 を集中 させ、 専

門性の内実に関す る追求やその力量形成策に関す る検討

などを重ねてき た (日本教育経営学会 〔編〕 2014、 日本

教育経営学会 〔編〕 2015、 牛渡 ・ 元兼 〔編〕 2016)。

そう し た中で、 近年ではボト ムア ッ プ型の学校経営に

対す る関心の高ま り を反映 し て、 「 ミ ドルリ ーダー」 に
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焦点 をあてた研究が新たに蓄積さ れつつある。 ミ ドルリ ー

ダー研究は、 まず 「 ミ ドルリ ーダー」 の定義がはっ き り

し ない と いう 指摘があ る も のの (畑中2013a, 2013b) 、
主幹教諭 ・ 指導教諭ク ラ スから校内分掌と し ての各種主

任 ク ラ ス、 も っ と も若年層 と し て初任期の直後あたり ま

で を想定 しながら、 従来型の 「管理職層」 で も な く 、 か

と いっ て 「若手教員」 でも ないと いう 層 を対象とする研

究が進みつつあ る。

その結果、 従来から学校マネ ジメ ン ト研究と ほぼ同一 

の歩みをと っ てき た校長研究の充実と 、 新たな課題意識

によ る ミ ドルリ ー ダー研究の進展の間で、 副校長 ・ 教頭

と い っ た職を対象 と するマネ ジメ ン ト研究は、 その蓄積

の不十分 さが目立っ ている。 日本の学校管理職は、 いわ

ゆる 「民間人校長」 施策のよ う な、 外部の有資格者によ

る参入がご く 例外的であり 、 基本的に教諭から の連続的

な雇用の中で管理職へと 「昇進」 を果た し てゆく 。 し た

がっ て副校長 ・ 教頭に求めら れる能力 を身につけ る上で、

ミ ド ルリ ー ダーには どのよ う な行動や経験が求めら れる

のか、 また副校長 ・ 教頭と し ての望ま しい職務行動がど

のよ う な も ので、 それが校長 と し ての能力 ・ 専門性に ど

う 連続す るのか ( も し く は し ないのか) な どを明 ら かに

す る必要が特に求めら れる。 しかし、 こ う し た課題への

応答は十分と言えない状況にある。

同様の関心は国立教育政策研究所の研究報告 「副校長 ・ 

教頭の職務状況に関する調査研究報告書」 から も読み取

るこ と ができ る。 すなわち、 こ れまで学校管理職の研究

が ト ッ プリ ー ダーであ る校長職に集中 し てき たこ と で、

副校長 ・ 教頭に固有の役割についての研究は進展 し てお

らず、 その結果 「チームと し ての学校」 推進に向け た学

校マネ ジメ ン ト 能力の向上が求めら れる中にあ っ て も、

校長 (学校管理職) ではな く 副校長 ・ 教頭や主幹教諭 ・ 

指導教諭 ・ 学校事務職員 を含めた 「管理職層」 によ る学

校経営のあり 方を考え る知見が不足 し てい る点が指摘 さ

れてい る。 また、 校長職に求めら れる力量を形成 し たり

専門性を獲得 し たり する場 (過程) と し て副校長 ・ 教頭

をと らえ た場合も、 そう し た観点からの職務行動の分析

が不十分である と指摘 さ れてい る。

では、 現行制度において、 副校長 ・ 教頭の職務は どの

よ う に整理でき るだろう か。 学校教育法第三十七条にお

いて、 副校長 ・ 教頭の職務は、 そ れぞれ 「副校長は校長

を助け、 命 を受け て校務をつかさ どる」 「教頭は、 校長

(副校長を置 く 小学校にあ っ ては、 校長及び副校長) を

助け、 校務を整理 し、 及び必要に応 じ児童の教育 をつか

さ どる」 と 規定 さ れてい るのみで あ る。

学校経営の実務を想定 し た場合は、 どう であろう か。 

副校長 ・ 教頭は、 管理職ではあるが校長よ り も教職員に

近い位置にあり 、 各教職員から教育課程や服務に関する

こ と な どの相談が集中 し て寄 せ ら れる ほか、 学校 と
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PTA や地域、 市町村教育委員会から の各種問い合わせ

な どの窓口 と も な っ てい る。 し たがっ て各学校では、 教

頭から校長への報告、 相談、 連絡と い っ た コ ミ ュ ニケ ー

シ ョ ンが重要視 さ れる。 ま た副校長 ・ 教頭は校長 を集団

で補佐す る体制の要と し て、 教職員等の調整や人材育成

等の職員指導に力 を発揮するこ と も求めら れる。 こ う し

た役割が、 今後の 「チ ーム学校」 運営において も 重要に

な るこ と は想像に難 く ない。 さ ら に、 大量退職 ・ 大量採

用の続く 昨今におけ る、 学校での若手教員の資質向上に

日 を向け る と、 若手教員の状況に応 じ た研修計画への参

画のほか、 服務規律の連守等について伝え て ゆく のも教

頭の大切な役割になり つつある。

い つぽう 、 教頭に至るキ ャリ アでの経験や教頭と し て

の職務を通 じて、 校長への事前相談な く 判断でき る事項

も実際には存在 し ており 、 その役割 を果たすこ と も教頭

によ る校長の 「補佐」 と し て期待 さ れる。 そう した中で、

校長への相談と独自の判断を どのよう に使い分けてゆく

のかは、 「管理職層」 によ る学校経営 を考え る上で重要

である。 また、 教頭は校長より も一般の教職員 (非管理

職) と 距離が近いこ と を先に述べたが、 そ れゆえ に 「学

校経営方針の貫徹」 や 「法令の遵守」 と、 「教職員集団

の円滑な人間関係」 の間での葛藤に直面 しやすい。 にも

かかわら ず、 こ う し た状況への対処と い っ た点は、 学校

教育法にいう 「校長を助け」 ると いう 用語に集約さ れて

し ま っ ており 、 も う 少 し踏み込んだ考察が求めら れる。 

副校長 ・ 教頭職は、 学校運営の要と し ての役割の大き さ

の一 方で、 その立ち位置や職務行動の葛藤や複雑性の分

析が不足 し ている と言え るのである。

こ う し た関心から、 本稿では教頭職にな っ ては じめて

本格的に取り 組む業務と し て特徴的なものと し て、 学校

経営上の法令の取扱いに注目する。 教員 と し ての経験、

教頭 と し ての経験に違いがあ っ た と し て も、 法令 を違守

し た学校経営 を進めるこ とは必須であり 、 逆に責任あ る

立場と し て学校経営上の判断を進める上で、 法令はその

より どこ ろと も なる。 そこ で、 現状において教頭が法規 ・ 

法令について どのよ う に理解 し、 法規 ・ 法令 を どのよ う

に連守 し て ( も し く はより どこ ろ と し て) 業務を遂行 し

てい るかを調査、 分析す る。

と はいう も のの、 各教頭は都道府県で実施 さ れてい る

教頭候補者選考試験において法規 ・ 法令の理解に対す る

チ ェ ッ ク を受け てい るため、 こ こ で問題と な るのは法令

に関す る (試験で問われるよ う な) 知識ではな く 、 実際

に教頭職と しての実務におけ る法令の活用状況、 すなわ

ちマネ ジメ ン ト と の関連性である。 今後、 教頭実務を視

野に入れた選考試験 ( におけ る法令の問い方) を考察 し

たり 、 教頭と し て求めら れる法的事項の理解を整理 し て

ゆく と いう 関心から、 ま と ま っ た人数 (20名) の教頭に

聞き取り を実施 し、 教頭が法規 ・ 法令の必要性を どのよ
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う に感 じ ながら業務を進め、 各法令に関す る知識 ・ 理解

がどのよ う な業務に生かさ れてい るかを調査 し た。 

2 . 調査
( 1 ) 調査対象な ど

本稿の執筆にあたり 、 筆者のう ち細畠は2016年夏 ( 8 
月) に、 A 市内の小 ・ 中学校 (20校) に勤務する教頭

(20人) を対象に、 電話によ る聞き取り 調査を実施した。 

詳細な質問項目は後述す るが、 事前に質問内容を送付 し

た上で、 一人あたり30分から 1 時間程度の聞き取り 調査

を行っ た。 なお調査対象者の教頭経験年数には幅があり 、

その分布は 【表 1 】 のよう になった。 経験年数の多い者

から初任教頭までの全員から聞き取り 調査を行 っ た。 

【表 1 】 調査対象者の教頭勤務年数
( ) は女性数 (内数) 

小学校 中学校 合計 

1年日 4 (1) 1 5 (1) 
2年目 2 2 (1) 4 (1) 
3年日 1 (1) 1 (1) 
4年日 2 2 
5年目 2 1 3 
6年日 5 (1) 5 (1) 

( 2 ) 調査内容及び方法

調査項目は、 教頭と し て遂行する具体的な業務から、

教職員の服務管理、 教育課程、 職員会議の開催、 危機管

理場面 (い じめや体罰への対応) 、 職員の健康管理、 施

設管理と いう 6 項目 をと り あげた。 それぞれの具体的な

場面について、 教頭と し て法令理解の必要性を感 じたこ

と があるか、 また、 そう し た場面におい て どのよ う な行

動 を取 っ たのかを調査 し た。

具体的な各場面と し て、 下記のそれぞれを提示 し た。 

①職員の服務管理関係

・ 職員から専免や特休等の申 し出を受け て、 どのよ う

な要件を満た し てい れば取得が可能かを判断す る場

面

・ 職員から電話等で休暇の申 し出 を受け て、 関係の諸

帳簿を どう 取り 扱う か判断する場面

・ 休日や週休日に行事を設定 し たと きの勤務の振替を

行う 場面

・ 勤務の割り振り のため、 時間の設定を考え る場面

・ 非違行為の防止について説明す る場面

②教育課程

・ 出席簿の記入の仕方で、 担任から質問 さ れた場面

・ 通信簿や指導要録の記入にあた っ て、 担任から質問

さ れた場面

・ 転出入事務 (日付の設定、 やり と り する書類につい

て) 
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・ 休業日や短縮授業、 振替休業日の設定をする場面

・ 授業の振替を行う 場面

③職員会議の開催

・ 会議の位置づけ について職員 に説明す る場面

④い じめや体罰の防止への対応

・ い じめ防止対策推進法に基づ く 、 い じめ防止対策基

本方針を策定する場面

・ 体罰の禁止について説明す る場面

⑤職員の健康管理

・ 定時退勤日 ・ ノ ー会議デー等について説明す る場面

⑥施設管理

・ 警備防災計画を策定する場面

・ 施設利用を希望する団体等に対応し、 必要書類を作

成する場面

( 3 ) 調査結果

①職員の服務管理関係

職員から専免や特休等の申 し出 を受け て、 どのよ う な

要件を満た し ていれば取得が可能かを判断す る場面につ

いては、 20名の教頭全員が、 そのよ う な場面において法

令理解の必要性を感 じ る経験を し ていた。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 5 項目に分類でき た。 複数回答を含め、 下記に列挙

する。

0 市の管理運営規則 ・ 庶務規定をみる 8 人
e 校長に質問する 7 人
0 学校事務職員に質問する 7 人

県教委が毎年配布する資料
(休暇制度のしおり ) をみて対応する 5 人

0 近隣校の教頭に質問する 1人

職員から電話等で休暇の申 し出を受け て、 関係の諸帳

簿を どう 取り 扱う かを判断する場面については、 16名の

教頭が法令理解の必要性を感 じたこ と があ る と回答 し、

4 名は必要性を感 じたこ と はない と回答 し た。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 5 項目に分類でき た。 複数回答を含め、 下記に列挙

する。

0 校長に質問する 6 人
e 学校事務職員に質問する 5 人
e 県教委が毎年配付する資料

(休暇制度のしおり ) をみて対応す る 5 人
0 教頭会で出 し ている法規集を見る 2 人
0 県教委が出している給与法令集を見る 1 人

こ れに関連 し て、 特に休暇制度については、 子育て休

暇、 同伴休暇な どの細かな規則への対応に苦慮す る場面

があ っ た、 と の回答があ っ た。

休日や週休日に行事を設定 し たと きの勤務の振替につ

いては、 17名の教頭が法令理解の必要性を感 じ たこ と が
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あ ると回答 し、 3 名は必要性を感 じ たこ とはない と回答

した。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 5 項目に分類でき た。 複数回答を含め、 下記に列挙

する。

0 校長に質問する 12人
e 市の管理運営規則 ・ 庶務規定をみる 6 人
e 昨年度のものを参考にする 8 人
0 単なる事務処理と している (判断しない) 4 人

0 学校事務職員に質問する 2 人

職員の勤務時間の割り 振り を行う 際の時間の設定を考

え る場面については、 18名の教頭が法令理解の必要性を

感 じ たこ と がある と回答 し、 2 名は必要性を感 じたこ と

はないと回答 した。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについては、 大

き く 5 項目に分類でき た。 複数回答 を含め、 下記に列挙

する。

0 直接業務に関与 しない 9 人
e 校長に質問する 6 人
e 県教委の資料 (勤務時間に関する冊子) を見る

4 人
l④ 県の管理職研修会での研修資料を見る 3 人
0 県教委、 市教委の事務指導の際の資料を見る

2 人

非違行為の防止について説明 を職員 に行う 場面につい

ては、 19名の教頭が法令理解の必要性を感 じ たこ と があ

ると回答 し、 1 名は必要性を感 じたこ と はないと回答 し

た。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 2 項目に分類でき た。 複数回答を含め、 下記に列挙

する。

0 校長が職員向けに指導する様子を参考にしている
13人

綱紀粛正の通知文を再度見直 し、 自分で調べる
11人

こ のよ う に、 服務関係については法令理解の必要性を

感 じ てい る と の回答が比較的多 かっ たが、 こ れに対 し て

「事務処理に追われ法規まで調べ る余裕がない」 と い う

声も目立っ た。 ま た、 その一方で、 「教員 と し ての経験

をも と に対応 し、 単なる事務処理の一つである」 と し て、

法令理解の必要性を軽んじ る回答も一定数得 ら れた。 こ

れについては、 同 じ教頭経験年数であっ ても、 新任教頭

と し て勤務 し た学校において どのよ う な校長に指導 さ れ

たかによ っ て、 回答に違い を見出せたのも一つの発見で

あっ た。 すなわち、 県 ・ 市教委勤務を経験 し た校長のも

と で教頭を務めた者な どについては、 多少個人差はある

も のの、 法令や各種通知文な どにはよ く 目 を通 し てい る

と の回答が得ら れた一方で、 そう でない者からは、 教頭
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職と し ての対応が求めら れる場面であ るにもかかわらず、

教諭時代の経験や資料に遡ると いう 回答がみら れた。

なお、 教員の服務管理関係全体を通し て、 教頭がどの

よ う な対応を し てい るのかの回答 をま と めてみる と 、 上

位 5 項目は以下のよ う にな っ た。

0 校長に質問する

e 県教委が毎年配布 している資料
(休暇制度のしおり等) をみて対応する

0 市の管理運営規則 ・ 庶務規定をみる

0 学校事務職員に質問する

0 自ら通知文等を見直し、 自分調べる

また具体的な聞き取り の中では、 教論等の立場と し て

服務管理関係の運用 を問い合わせる側であっ た時は、 自

分に関係す る部分だけ を知 つておけばよかっ たが、 間い

合わせを受け る側の教頭になる と、 自分に関係する こ と

に限ら ず、 知識 を広範に し てお く 必要があ り 、 簡単に

「知 ら ない」 では済ま な く な っ た と い う 声があ っ た。 そ

う し た意味から、 教諭時代に、 も っ と様々な服務関係の

こ と について学習 し てお く べき であ っ た、 と の声も聞 く

こ と ができ た。 しかし多 く の教頭は、 日々の事務処理に

追われて し まい、 学校運営におけ る法的な根拠までは学

習す る余裕がない、 と回答 し ており 、 学習の必要性 と現

状の業務 と のギ ヤツプを見いだす結果 と な っ た。

こ のよ う に、 職員の服務関係については、 多 く の教頭

が法規参照の必要性 を感 じ てはい るが、 実際の事務 を進

める上では、 校長や学校事務職員に質問す る、 市の管理

運営規則 ・ 庶務規定を見るといった順序での回答が多 く 、

根拠と なる法令まで確かめる と い っ た回答 を得るこ とは

で き なかっ た。 

②教育課程

出席簿の記入の仕方について、 担任等から質問 さ れた

場面については、 17名が法令理解の必要性を感 じたと回

答 し、 3 名は必要性を感 じ なかっ たと の回答であ っ た。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 5 項目に分類でき た。 複数回答を含め、 下記に列挙

する。

0 市教委が出 し ている手引書 (マニュ アル) を見る
11人

e 県教委、 市教委の事務指導の際の資料を見る
5 人

0 校長に相談する 2 人
0 イ ンタ ーネ ッ ト で調べる 1 人
0 市教委の担当者に質問する 1人

通信簿や指導要録の記入にあたっ て、 担任等から質問

さ れた場面については、 16名が法令理解の必要性を感 じ

たこ と がある と回答 し、 4 名は必要性を感 じ たこ と はな

いと回答 した。 
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ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについては、 大

き く 5 項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙

する。

0 学校内で話し合って処理する 15人
e 教員 と し ての経験があるので必要性を感 じなかった

4 人
0 指導要録の書き方の手引書を調べた 3 人
0 校長に相談する 1人
0 イ ンタ ーネ ッ ト で調べ る 1 人

転出入等の事務 (日付の設定や、 転出入先等と往復 さ

せる書類について) については、 17名が法令理解の必要

性を感 じたこ と がある と回答 し、 3 名は必要性を感 じた

こ と はない、 と 回答 した。

また、 その際、 どのよ う に対応 し たかについては、 大

き く 5 項目に分類でき た。 複数回答 を含め、 下記に列挙

する。

0 学校事務職員に質問する 6 人
e 過去の事務処理の仕方を確認する 5 人
0 市教委の担当者に質問する 4 人
0 市教委の庶務規程を見る 2 人
0 教員と し ての経験があるので必要性を感 じなかった

2 人

休業日や短縮授業、 振替休業日の設定の事務等を進め

ると き については、 19名が法令理解の必要性 を感 じ たこ

と があると回答 し、 1 名は必要性を感 じたこ と はない、

と回答 し た。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについては、 大

き く 5 項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙

する。

0 市教委の管理運営規則、 庶務規程を見る 10人
e 過去の事務処理の仕方を確認する 8 人
e 校長に質問する 4 人
0 学校事務職員に質問する 1 人
0 過去の事務指導で経験 し ている

(ので、 必要性を感 じない) 1人

授業の振替に関す る事務等 を進めると き については、

14名が法令理解の必要性を感 じ たこ と がある と回答 し て

おり 、 6 名は必要性 を感 じ たこ とはない、 と の回答であっ

た。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 5 項目に分類でき た。 複数回答を含め、 下記に列挙

す る。

0 授業時数を カ ウ ン ト す るだけで対応 し てい る
7 人

e 前年度の事務処理の仕方を確認する 6 人
e 市教委の管理運営規則、 庶務規程を見る 3 人
0 そのよ う な事態に出会っ ていない 3 人
0 単な る事務処理と し てい る 3 人
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こ のよ う に、 教育課程関係では、 法規の必要性を感 じ

る と いう 回答が一定数あ る も のの、 具体的 なケ ースにつ

いて聞き取り 調査を し てみると、 教諭時代での経験をも

と に対応 し たり 前例を確認す る と いう 回答が日立っ た。 

また、 単な る事務処理の一つと し て扱う と いう 回答のほ

か、 教職員 で話 し合 っ て決めてい る と の回答 も みら れ、

事務処理 さ え進めばよい と い っ た回答 も多 く 得 ら れた。

なお、 教育課程関係全体を通 し て、 教頭がどのよ う な

対応を し てい るのかの回答 をま と めてみる と 、 上位 5 項
目は以下のよ う にな っ た。

0 市教委の管理運営規則、 庶務規程を見る

l② 過去の事務処理の仕方 を確認す る

0 学校内で話 し合っ て処理し ている

単な る事務処理と し てい る

0 校長に相談する

0 事務の先生に聞いて対応する

先にま と めた服務関係の事務処理に比べ、 教育課程に

関する対応では自己の経験を基に判断する傾向が目立っ

た。 教諭時代の経験があま り な く 、 教頭にな っ て初めて

直面す る事務と し ての性質 を持つ服務関係の事務処理と

は異なり 、 教育課程関係については、 教員生活で経験 し

た内容で対応でき る と い っ た受け止めの傾向が見いだせ

る。 同様の傾向は、 服務関係では校長に 「質問す る」 と

いう 回答が多かっ たのに対 し、 教育課程については教員

に 「相談する」 といっ た回答が目立ち、 自己の経験や判

断をより重視する (換言すれば、 校長の判断を軽視する) 
様子にも現れてい た。 さ ら に職場での共通理解を重視 し

て 「教職員で相談 し て決める」 と いう 回答があっ たのも

特徴的であり 、 教育課程に関 し ては、 学校が校長 を責任

者とする組織体と し て動け ていないよ う な事例が見 ら れ

た。

言う まで も な く 、 各学校におけ る教育課程は、 学習指

導要領に基づき、 校長の判断の下で計画 ・ 実施 さ れる も

のであ るにも かかわら ず、 各教員が経験 を通 じ て培 っ た

教科に対する専門性や基礎的な学習指導に対する価値判

断が重視 さ れてい た。 なお、 こ れについ ては、 教育課程

に関す る基礎的な理解が校長間で異な っ ており 、 こ れが

不十分である と教育課程の管理が前例踏襲的になり がち

である と いう こ と も指摘 し ておき たい。 教育課程の管理

運営は、 いわゆる学校の 「本業」 と も言う べき領域だが、

個々の教員 にも経験や考え があ る ため、 管理職によ る学

校経営のマネ ジメ ン ト が貫徹せず、 個々の教員の価値判

断や選好が学校運営に反映 さ れて し ま っ てい る点は、 特

徴的 と いえ るだろ う 。

学級経営や個々の教科指導な ど、 各教員の専門性と判

断に任 さ れる要素がある中で、 教頭は教職員 をと り ま と

め、 校長の考え方や方向性を伝えて一致を図るこ と が求

めら れる。 こ こ に教頭の個人的 な価値や選好 を入れて し



川 上 泰 彦 細 畠 昌 大

まえば、 学校と し ての教育課程に関する基礎的な考え方

や方向性がう ま く 伝わらず、 各教員の方向性と の間に一 

致を図るこ と も難し く なるこ と が考え ら れる。 学習指導

要領をは じめとす る規定によ り つつ、 校長の方針 を支え

るこ とが教頭の 「補佐する」 業務の重要部分といえ るが、

こ こ での回答からは、 自己の判断をやや重視す る状況が

垣間見え る。 なお、 こ の傾向について、 あまり 教頭経験

年数等 と の関係は見いだせなかっ た。 

③職員会議関係

職員会議の位置づけ を職員に説明する場面については、

13名が法令理解の必要性を感 じたこ と がある と回答 し て

おり 、 7 名は必要性を感 じたこ とはない、 との回答であっ

た。

また、 その際、 どのよ う に対応 し たかについては、 大

き く 3 項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙

する。

0 学校教育法におけ る職員会議の位置づけ を確認
している 10人

a, あまり 深く 考えたこ と がない 6 人
0 職員はそ んな こ と を知 つてい る

(ので、 説明 し ない) 4 人

④い じめや体罰の防止への対応関係

「い じめ防止対策推進法」 に基づ く 「い じめ防止対策

基本方針」 の策定については、 19名が法令理解の必要性

を感 じたこ と があると 回答 し、 1 名は必要性を感 じ たこ

と はない、 と の回答であ っ た。

またこ の際の対応については、 20名の教頭全員が、 法

律の変更な どに注意 し て最新版の知識を持 っ ておかない

と、 ア ンケー ト調査等への対応ができ ない と回答 し てい

た。 こ う した国等から の調査への回答については、 生徒

指導担当が回答案を作成した場合でも、 教頭が回答の点

検を行う と いう 学校が多 く 、 そう した用務の側面から法

令の理解 ・ 参照の必要性を感 じているという 回答が多かっ

た。

体罰の禁止について教職員へ説明する場面については、

18名が法令理解の必要性を感 じたこ と がある と回答 し て

おり 、 2 名は必要性を感 じたこ とはない、 との回答であっ

た。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 5 項目に分類するこ と ができ た。 複数回答を含め、

下記に列挙する。

0 校長が説明する (ので、 対応 しない) 12人
e 関係法令 を自分で調べ、 説明の準備をす る 9 人

0 生徒指導担当者にも法令内容を伝え る 7 人
綱紀粛正、 通知 をあわせて職員に説明 し てい る

4 人
0 教員はすでに体罰はいけないと知つている

(ので、 特に対応 しない) 4 人
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⑤教職員の健康管理関係

定時退勤日 ・ ノ ー会議デー等について説明す る場面に

ついては、 14名が法令理解の必要性を感 じ たこ と があ る

と回答 し ており 、 6 名は必要性 を感 じ たこ と はない、 と

の回答であ っ た。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 3 項目に分類するこ と ができ た。 複数回答を含め、

下記に列挙する。

0 説明 を し てい る も のの、 忙 し く 受け入れて も ら え
なかっ た 12人

e 勤務時間についての県教委の冊子 を参照 し てい る
7 人

0 労基法を知 つてお く 必要を感 じてい る 5 人

⑥施設管理等

警備防災計画の策定を進める場面については、 20名全

員が法令理解の必要性を感 じたこ とがある、 と回答 した。

ま た、 その際の対応については、 毎年 4 月に消防署へ

学校の消防計画を提出す る必要があ るこ と から、 消防法

をよ く 参照 し てい る と のこ と であ っ た。

施設利用を希望する団体等に対応し たり 必要書類の作

成す る場面については、 13名が法令理解の必要性を感 じ

たこ と があ る と回答 し ており 、 7 名は必要性 を感 じ たこ

と はない、 と の回答であ っ た。

ま た、 その際、 どのよ う に対応 し たかについ ては、 大

き く 2 項目に分類ができ た。 複数回答を含め、 下記に列

挙する。

0 いつも同 じ団体 (人) が借り に来るので決ま っ た
事務処理と なる 11人

e 市の管理運営規則 を見てい る 10人

4 . 調査結果から見えてきた課題

以上の調査から、 実務の種類に応 じ て、 教頭の法令の

参照状況や具体的な職務行動には違いがあ る と いう こ と

が明らかにな っ た。 服務管理関係においては、 法令理解

の必要度は高 く 認識 さ れる も のの、 事務処理の習熟が強

く 意識さ れる様子が見ら れる一方で、 教育課程に関 し て

は教論時代の経験や個人的な選好 を重視す るき らいがあ

り 、 校長を責任者とするマネ ジメ ント を一貫 させる行動

や、 学習指導要領等 を参照す る行動はあま り と ら れてい

なかっ た。 こ のほかでは、 危機管理 (い じ めや体罰) 、

施設管理のう ち警備防災関係については、 法令 を直接的

に参照 し ながら 職務行動にあたる場面が設定 さ れてい る

こ と も あり 、 法令 を参照す る様子がみら れた。 一方で職

員会議関係や教職員の健康管理については、 先に挙げた

諸項目ほ ど法令理解の必要性が浸透 し てお らず、 教職員

に対 して特段の働きかけ を行えていない (も し く は、 行っ

て も効果を感 じ ていない) 様子が見いだ さ れた。

こ れら を整理す る と 、 教頭に至 るまでの職歴において
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習熟 し てき ていない もの (服務管理関係) や現代的課題

と し て要請 さ れるも の (い じめへの対応) とい っ た内容

では法令の存在を意識し て周辺への問い合わせを行う 一 

方、 こ れまでの職歴におい て経験があり 、 選好が構築 さ

れてき たも の (教育課程) では、 そう し た行動がと ら れ

てはいなかっ た。 ま た教職員 に対 し て状況理解を求めた

り 、 職務行動上の慣習 を変え るよ う 求めるよ う な場面が

想定さ れる領域 (職員会議や健康管理関係) については、

法令理解の必要性が一定程度示 さ れる一方で、 それが職

務行動には反映 さ れに く いと いう 様子が観察 さ れた。 以

下では、 そ れぞれの傾向につい て、 教頭の職務や校長職

に向けた人材育成と いう 面から課題の指摘を試みる。

まず法規理解の必要度が高い項目や、 実際に法規を参

照する と の回答が多かっ た項目 (たと えば服務関係や施

設管理) において も、 聞き取り では日常の事務処理に追

われる様子がよ く 語ら れ、 法規の理解よ り も事務処理方

法のマニ ュ アルの参照が優先 さ れる傾向にあ っ た。 また、

事務処理におい て参照 し たマ ニ ュ アルについ て も、 そ れ

が どの法規に基づい てい るかと い う 意識は決 し て強 く な

く 、 市の管理運営規則等の参照にと どま る という 回答も

目立っ た。 職務専念義務の免除や特別休暇な どの実務に

おいて、 教育公務員特例法はも と よ り 、 地方公務員法や

労働基準法への意識が及んでお らず、 制度の趣旨等に理

解が及んでいないケースは、 こ う し た例に挙げら れよ う 。 

こ う し た理解において、 法令はルーテ イ ン (事務処理) 
の根拠にと どま っ て し まう ため、 マネ ジメ ン ト (の改善) 
に向かう よ う な意識 (たと えば職員の勤務環境改善の必

要性認識な ど) は芽生えに く い。 学校マネ ジメ ン ト を適

切な も のにす る う え で も、 こ の状況は看過 さ れるべき で

はないと言えよ う 。

い つぼう 、 法規理解の必要度が一定程度にと どまり 、

自らの選好 を反映する教頭の行動や、 教職員への干渉を

避け るよ う な教頭の行動がみら れた項目 (教育課程や職

員会議、 健康管理関係) からは、 学校教育法に言う 「校

長を助け」 る機能、 すなわち校長の補佐機能について、

課題が指摘でき る。 教頭は 「職員室の担任」 と も表現さ

れるよ う に、 校長よ り も教職員から の距離が近い ため、

職員の置かれた状況や指導上 ・ 運営上の選好に接す る場

面 も多 く 、 そ れらへの一定の理解も求めら れやすい。 一 

方で教頭には校長の補佐役と し て、 その経営方針を理解

し、 教職員 に伝え、 理解を図 る役割が期待 さ れてい るた

め、 両者の接点と し て一種の葛藤場面にも さ ら さ れやす

い。 こ う した葛藤状況において、 法令は有力な判断根拠

と し て機能 し う るに も かかわら ず、 上記の項目におけ る

教頭の法規理解の必要度はそ れほ ど高い も のではなかっ

た。

自らの判断や選好 をも っ て学校経営方針を定める校長

に比べ、 教頭はそう し た葛藤場面において、 自ら の価値
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観を根拠にでき ない可能性があり 、 そう し た場合は、 法

令 を根拠とす る判断や権限を も っ て葛藤場面への対処が

求めら れる。 逆に言えば、 法規理解の必要度が高 く ない

と いう 意識は、 それを活用 し た葛藤対処を遠 ざけ るため、

実際の経営場面において職員の意向 を重視 し たり 、 葛藤

に踏み込ま ない と いう 行動につながる も のと も考え ら れ

る。 こ う し た行動は、 場合によ っ ては校長の学校経営方

針の実施にあた っ て、 職員 と の葛藤 を生 じそう な部分に

ついて教頭がその補佐を放棄す る と い っ た行動 と も なり

かねず、 マネ ジメ ン ト を阻害す る懸念があ る。

勤務時間の適正化な どは一つの例と もいえ、 職員室に

常駐する教頭が各教職員に指導助言を行ったり 、 適切な

スケ ジュ ール管理を行う こ と には一定の効果がある と さ

れる。 しか し、 そう し た助言やスケ ジュ ール管理は、 各

教職員の 「 こ れまでのやり 方」 に変更を求める もので も

あり 、 葛藤を生みやすい。 こ こ で教職員への 「配慮」 か

ら働き かけ を行わなかっ たり 、 実質的 な行動に結びつか

ない形式的な声掛けに終始すれば、 業務改善は図 ら れな

い。 も し勤務の適正化を重視する校長であれば、 こ う し

た葛藤の回避はマネ ジメ ン ト の阻害につながるほか、 労

働安全衛生管理を妨げる (別の法令連守を遠ざけ る) こ

と にも つながる。

事務処理の経験に長けた教頭は、 安定 し た職務が評価

さ れやすいが、 その根拠 と も な る法令への理解 (立法原

則の理解) が不足 し ていれば、 非定型的で判断を要す る

よ う な事態への対処はも と よ り 、 (校長昇進後に特に求

めら れるこ と にな る) 適切な経営方針の立案にも不安 を

残すこ と になる。 加え て、 校長の補佐機能と いう 側面は、

先に検討 し た通り 、 強い葛藤を伴う 要素があり 、 こ れま

での校長研究やミ ドルリ ーダー研究では観察の難 しい、

副校長 ・ 教頭職に特有な課題であるこ と も指摘でき る。 

そ し て、 こ う し た葛藤において法令理解は一つの行動指

針 と し て有効であり 、 マネ ジメ ン ト 行動に結びつ く 形で

法令 を理解す るこ と が、 不確実性の高い環境下で も管理

職が安定 し た学校経営を行う う えで、 今後いつそう 求め

ら れる と指摘でき る。

なお、 本稿では十分な検討ができなかったが、 どう いっ

た校長のも と で教頭 と し ての初期キ ャ リ ア を経験 し てい

るかが、 こ う し た法令理解への態度に影響 し てい る様子

も観察 さ れた。 先に筆者らがま と めた研究 (川上 ・ 細畠

2015) では、 校長の法令参照行動について、 (特に県レ

ベルでの) 教育行政経験者が校長と な っ たケースや、 そ

う し た校長のも と で教頭経験を積んだ者が、 比較的よ く

法令を参照する傾向を指摘 し たが、 同様の傾向が教頭の

法令理解の態度において も指摘でき る。 今後 さ ら なる分

析が必要であるが、 そう し たキ ャ リ アパ タ ー ンに応 じ た

傾向の整理と、 そう し た特徴を踏まえ た、 教頭と し ての

職務経験のあり 方、 教頭選考のあり 方等について、 引 き



続き研究を続け たい。 

川 上 泰 彦 細 畠 昌 大
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